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江
戸
幕
府
の
見
当
山
調
査
命
令
が
き

っ
か
け

と
な
り
、
秋
田
藩
で
は
享
保
年
間
に
大
が
か
り

な
領
内
調
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
初
代
藩
主
佐

竹
義
宣
の
入
部
以
来
ほ
ぼ
百
年
を
経
過
し
て
お

け
、
秋
田
領
内
も
当
初
に
く
ら
べ
大
き
く
変
化

し
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

佐
竹
壱
岐
守
家
に
生
ま
れ
、
四
代
藩
主
義
格

の
死
後
佐
竹
宗
家
を
継
い
だ
五
代
義
峯
は
、
正

徳
五
年

（
一
七

一
五
）
か
ら
寛
延
二
年

（
一
七

四
九
）
ま
で
三
十
五
年
間
藩
主
の
地
位
に
あ
り

ま
し
た
。
享
保
年
間
は
彼
の
治
世
の
前
半
に
あ

た
り
ま
す
。
こ
の
藩
主
の
下
で
九
年
に
及
ぶ
領

内
調
査
を
推
進
し
た
の
が
、
家
老
今
宮
大
学

義
透
で
し
た
。

こ
の
調
査
で
得
ら
れ
た
資
料
を
背
景
と
し
て
、

秋
田
藩
で
は
国
絵
図
改
正
交
渉
を
行
い
ま
す
が
、

結
果
と
し
て
幕
府
の
承
認
を
得
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
過
程
で
収

集
・作
成
さ
れ
た
資
料
は
、
当
時
の
秋
田
藩
の

情
勢
を
知
る
上
で
大
変
貴
重
な
も
の
で
す
。

今
回
の
展
示
で
は
、
館
蔵
資
料
の
う
ち
享
保

年
間
の
領
内
調
査
に
関
す
る
も
の
の

一
部
を
紹

介
い
た
し
ま
す
。

「郡村御用」 (仙 北郡)～ 鷲尾・

山方 黒沢 小野崎 武田

「郡村御用J(仙北郡)～ 田崎

真崎・高橋 小嶋 狩野

今宮義透「下筋仙北中順見」

(真崎 山方 小嶋同行 )

ヽ大館城下・森吉山 河辺郡境～

「仙北三郡本田並高調御用」
ヽ御検地役13組被仰付

今宮義透、領内i≦検

(鷲尾 田崎 渡辺呑八同行 )

ヽ湊町 岩城村の館 男鹿

(真 山・本山五社堂 脇本村)～
「在々絵図差出」命令～院内 横手

桧山 角館 湯沢 角間川

刈和野

今宮義透、川辺・秋田郡境見分

(田 崎 鷲尾 田代 山方同行 )

十二所へ絵図提出命令
「郡村方高調御用J

～御検地役16組被仰付

領内調査の資十1、 藩の御用所へ提出

「御絵図 上覧」と担当者への論功行賞

<国絵図改正と村名改>
領知判物写・目録写の提出命令

(下野領の変更 )

幕府、国絵図改正願承認
「御絵図御用Jヽ 今宮義透担当

かぶせ絵図提出

回絵図改正の延引願提出

国絵図改正願の撤回

幕府より新規村名改の問い合わせ

幕府より書付
～「此節絵図改り候二不及候J

「御絵図郷村帳調御用仕舞J

領知朱印状拝領 (下野領の変更 )

享保 8(1723)

享保 9(1724)

享保10(1725)

享保H(1726)

佐竹義峯、秋田藩主となる。

領知判物拝領 (1手軍代替時 )

<見当山調査>
幕府より見当山調査命令

国絵図の改正を幕府に出願

<今宮義透の領内調査>
「郡境井郷村調御用J任命

今官義透 (家老 )

田崎治左衛門 (勘 定奉行 )

今村小隼人 真崎五郎左衛門

鷲尾彦九郎 (境 目奉行 )

山方清兵衛 (副 役 )

「右御用掛り」任命

高橋惣兵衛 黒沢治右衛門

(検地役 )

吉原弥七郎 小嶋文蔵

笹嶋門五郎 (物書 )

武田平助 (絵師)

今宮義透、大平山へ登山 (田 崎

真崎・鷲尾・田代 山方同行 )

「郡村御用J(雄勝)ヽ 真崎 山方

黒沢 完戸又左衛門 吉原

狩野弥平次

「郡村御用J(下筋)(?ヽ 4 14)

・ 大阿仁 小阿仁辺ヽ田崎 真崎・

高橋 小嶋 武田

・ 大平より五十野目 小阿仁境、

西之方男鹿迄～鷲尾 山方 黒沢・

吉原・狩野

今宮義透ら久保田城内と泉古城より

「諸山見渡御用J

「郡村御用」 (河辺郡)～ 鷲尾・

山方 黒沢・小野崎忠助 武田

「郡村御用」 (平鹿郡)～ 田崎

真崎 高橋・小嶋 狩野

「本田開有高其外相調候御用J

ヽ御検地役lo組被仰付

享保H(1726)

享保12(1727)

享保13(1728)

享保14(1729)

享保 15(1730)

享保 16(1731)

享保17(1732)

享保18(1733)

享保19(1734)
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几

享
保

の
日
本
総
図
作
成
を
‐ｉｌ
画
し
た

江
戸
ネ
府
は
、
一子
保
三
年

（
一
七

一
八
）

四
月
、
諸
藩
に
見
当
山
の
調
査
を
命
じ

ま
し
た
〓
秋
田
藩
で
は
こ
の
調
査

の
過

程
で
、
正
保

・
元
禄

の
国
絵
図
に
重
大

な
誤
り

が
あ

る

こ
と
を
発
見
し
ま

し

た
．
特
に
問
題
と
な

っ
た
の
は
、
森
古

山
が
南
部
領
と

の
境

の

山
と
し
て
描
か
れ
て
い

た
こ
と
で
す

．

幕
府

の
見
当
山
調
査

は
、
三
年
四
月
、
十
三

月
、
四
年
十
二
月
に
指

示
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
ｆ

秋
田
藩
で
は
見
当
山

の

調
査
を
進
め
な
が
ら
、

四
年

八
月
に
訂
正

「
国

絵
図
」

の
提
出
を
願

い

出
ま
し
た
．
同
年
卜
月
、

藩

の
願
は
老
中
久
世
人

和
守
に
受
理
さ
れ
ま
し

た
が
、
国
絵
図
訂
正
に

つ
い
て
の
指
示
は
す
ぐ

に
は
出
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
´

こ
の
時
期
の
調
査
は
、

家
老
山
方
泰
護
の
指
揮
ド
で
、
境
日
本

行
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
　
」早

保
五
年
に
は
調
査
が
終

Ｊ́
し
ま
し
た
が
、

享
保
六
年
十

一
月

に
貞
崎

″
郎
／
‐ｉ
衛

門
　
今
村
小
牛
人

・
鷲
堪
彦
ノし
郎
が
ま

と
め
た
見
当
山
関
係

の
記
録
が
伝
わ

（́

て
い
ま
す

．^

当
館
所
蔵
資
料
で
は
享
保
四
年
二
月

か
ら
五
年
七
月
の
分
の
記
録
が
欠
け
て

い
ま
す
が
、
真
崎
　
今
村

・
鷲
尾
が
ま

と
め
た
記
録
の
う
ち
四
年
二
月
か
ら
五

年
正
月
の
分
に
つ
い
て
は
秋
田
県
立
―‐―

物
館
所
蔵

の
守
屋
家
資
料

に

一
冊
伝
わ

っ
て
い
ま
す

．ま
た
守
岸
家
資
料
に
は
、

他

に
も
関
係
資
料
が
多
数
お
さ
め
ら
れ

一ヽ
い
斗ま
井，

麟
躙

■̈
壼
Ｆ
ｔ
ｔ
ｙ
だ
ｏ
い
な
省
み
■
隆
０
だ

”り
々
工
言

Ｌ
」
コ
マ

曇
Ｒ
ざ
島
Ｆ

胤

演

ふ

０

や

主

繋

孜
，

■
ニ
キ
Ｚ

ネ

■
年
む
颯
倒

４
ｔ
ｒ

７

与

奥

Ｉ

摯

冬

和
ド
す
ψ
Ｌ
‘
小
た
〓
●

Ａ
ｒ
千

到

僣
〓
壻
相
げ
あ
●
小
Ｆ

貧
　
　
，感
緩
魚

ユ′

ぢ

う劇

秋田領絵図 (部分 )

:          |'・ |■■■|■
'

出羽一国絵図 (部分 |

主な展示資料

有徳院様御判物写   1享 保2'  AS317-50

有徳院様御朱印状写   i三物t19,  AS317-581

出羽一国絵図 (部分) 11に保2.

ルk[J令貞ネ会lxl (吉Бクト)      | 」三|力tll'     垢tc_147

見当山御|■ 1絵 |ス 1御 用抜普帳  I保 3ヽ 11 県A73

御境 []見 当山御用日記  ヤf,t5   県A742
御境目山本部見次山御用

江,■
「

1言己 |ヤ 保5'  県A162

御絵図日録       |夕 保5,  県B418
犯「1寸イ任,言周多ヨ書  (牛寺-435)



今
宦
次
こ

の
領
力
調
査

享
保
六
年

（
一
七
二

一
）
〓
一十

一
歳

で
家
老
と
な

っ
た
今
宮
義
透
は
、
翌
年

三
月
領
内
調
査

の
責
任
者

に
任
命

さ

れ
、
享
保
十
五
年
二
月
の
論
功
行
賞
に

い
た
る
ま

で
の
九
年
に
及
ぶ
大
事
業
を

推
進
し
ま
し
た
。

今
宮

の
指
揮
下
に
は
、
勘
定
奉
行
田

崎
治
左
衛
門
、
境
目
奉
行
今
村
小
隼
人

（
の
ち
田
代
源
太
）

・
真
崎
五
郎
左
衛

門

・
鷲
尾
彦
九
郎
、
副
役
山
方
清
兵
衛
、

さ
ら
に
検
地
役

の
中
か
ら
二
名
、
他
に

物
書
と
絵
師
が
置
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
期
間
の
調
査
は
、
今
宮
自
身
に

よ
る
巡
検
、
「
郡
村
御
用
」
、
「
本
田
並

高
調
」
な
ど
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

「
郡
村
日
記
」
や

「
国
典
類
抄
」
前

篇
軍
部
に
よ
る
と
、
今
宮
義
透
は
享
保

八
年
九
月
の
大
平
山
登
山
、
十
年
六
月

の
久
保

田
城
内
と
泉
古

城

に
お
け

る

「
諸
山
見
渡
」
、
十
二
年

〓
一月
の
大
館

・

阿
仁
方
面
の
調
査
、
十
三
年
二
月
ヽ
四

月
の
男
鹿
方
面
の
調
査
、
同
年
六
月
の

川
辺

・
秋
田
郡
境
の
見
分

な
ど
を
行

っ
て
い
ま
す
。　
　
　
一

境
目
奉
行
を
中
心
と
し

た

「郡
村
御
用
」
は
、
享

保
九
年
四
月

（雄
勝
郡
）

・
十
年
二
月

（
下
筋

）

・
九
月

（
河
辺
郡
　
。
平
鹿

郡
）

・
十

一
年
四
月

（仙
北
郡
）
に
実

施
さ
れ
、
享
保
十
年
の
調
査
に
も
と
づ

く
山
本

・
秋
田

・
川
辺
の
郡
絵
図
な
ど

が
伝
わ

っ
て
い
ま
す
。

検
地
役
十
数
組
を
動
員
し
て
行

っ
た

「
本
田
並
高
調
」
で
、
領
内

一
斉
検
地

以
後
の

「古
開
」

。
「先
開
」
が

「本

田
並
」
と
し
て
整
理
さ
れ
、
享
保
十
四

年
の
黒
印
高
帳
に
は
各
村
ご
と
の
高
が

本
田

・
本
田
並

・
新
田
と
し
て
記
録
さ

れ
て
い
ま
す
。

ら■響]

山本部絵図 (102cm× 148cm)

秋田郡絵図 (152cm× 119cm)

主な展示資料

本村支村御高共調 (享保8)県 A19

覚       (享 保9)県 B427

山本郡絵図   (享 保10)A290-H4H6

秋田部絵図   (享 保 lo)A290-H4H8

川辺郡絵図   (享 保 10)県 C―H6

院内一円之図   (享 保 13)県 C6

横手絵図    (享 保 13)県 C-21

桧山一円御絵図  (享保 13)県 C H9



享
保
十
三
年
の
町
絵
図

一

院
内

・
湯
沢

・
横
手

・
角
間
川

・
刈

和
野

・
角
館

・
桧
山

・
大
館

・
十
二
所

と
い
っ
た
町
は
、
所
預
が
置
か
れ
た
領

内
の
要
所
で
し
た
。
今
宮
義
透
に
よ
る

領
内
調
査
が
進
む
な
か
、
享
保
十
三
年

（
一
七
二
人
）
に
は
こ
れ
ら
の
町
絵
図

が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

「郡
村
日
記
」
に
よ
る
と
、
五
月
二

十
六
日
に

「
一
円
之
絵
図
」
作
成
が
申

渡
さ
れ
、
六
月
二
十
日
に
は
刈
和
野
絵

図
、
六
月
二
十
五
日
に
は
角
間
川
絵
図

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
十
二
所
絵

図
は

「触
落
」
の
た
め
六
月
二
十

一
日

に
申
渡
さ
れ
、
十
月
二
十

一
日
に
提
出

さ
れ
て
い
ま
す
。

当
館
で
は
角
間
川
と
十
二
所
を
除
く

七
カ
所
の
町
絵
図
を
所
蔵
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
県
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

所預の置かれた町

桧山一円御絵図 (172cm× 233cm)

横手絵図 (220cm× 144cm)

院内一円之図 (231cm× 272cm)
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内

調

査

の

終

了

警

・・・・

享
保
十
五
年

（
一
Ｌ
‥
〇
）

月
十
六
日
、

享
保
七
年
以
来
九
年

に
及

ぶ
調
査

が
終
了

し
、
関
係
資
料
が
藩

の
御
用
所
に
提
出
さ
れ

ま
し
た

「
郡
付
日
記
」

の
同
日
条
に
よ
る
と
、
御

黒
印
帳
十
四
冊
が

「箪
笥
壱

ツ
ニ
人
」
提
出

さ
れ
、
他

の
資
料
も
五
つ
の
箪
崎

に
分
け
て

提
出
さ
れ
て
い
ま
す
　
以
ド
に
そ
の
　
部
を

抜
粋
し
て
み
ま
す

・
壱
之
箪
崎

ヽ
六
郡
正
保
高
汁
一帳
三
冊
、

慶
安
四
年
迄
高
帳

一
冊
、
享
保
郷
付
高
辻

帳

一
冊
、
梅
津
――
馬
政
景
日
記
抜
吉

一
――――
、

黒
沢
多
左
衛
門
元
重
党
書
三
――ｌｌ
、
黒
沢
味

右
衛
門
道
次
党
十
日十τ
通

・
弐
之
箪
笥

ヽ
大
和
御
黒
印
帳
八
冊
、
宝

永
御
＝
印
帳

八
冊
、
御
代
官
帳

（享
保
Ｌ

年
同

八
年
調
）
十
三
冊

ｏ
三
之
箪
笥

ヽ
正
保
絵
図
村
高
帳

一
冊
、

御
―――――
印
吟
味
覚
書
六
冊
、
御
黒
印
帳
十
四

冊
、
郡
付
御
調
党
書

．
冊

・
四
之
箪
笥

ヽ
諸
所
絵
図
見
当
紙
六
包

・
五
之
箪
笥

ヽ
諸
帳
付
高
寄
帳
九
冊
、
野

州
御
知
行
所
帳
面

・
占
付
、
人
口
記
有

・
他
に
正
保

・
元
禄
絵
図
数
枚
、
今
度
調

絵
図
三
枚
、
同
中
絵
図

一枚
、
同
小
絵
図

三
枚
、
男
魔
嶋
図
三
枚

合
わ
せ
て
１
卜
七
件
、
冊
数

の
わ
か
る
部

分
だ
け
で
も
百
冊
を
越
す
大
量
の
資
料
が
、

今
宮
義
透

の
技
露
で
、
当
時

の
家
老
宇
都
宮

帯
刀

・
多
賀
谷
ノ
‐‥
兵
衛

。
人
越
甚
有
衛
円
ら

関
係
者

へ
の

「
一
覧
」
と
な
り
、
二
月
卜
八

日
に
は
藩
■

に
よ
る

「絵
図
■
覧
」
と
調
査

担
当
者

へ
の
論
功
行
賞
が
あ
り
ま
し
た
´

一
月
十

一
日
、
参
勤
交
代

の
た
め
藩
主
義

峯
は
秋
田
を
出
発
、
今
宮
義
透
も
同
行
し
ま

す
．　
一
行
が
江
戸
に
同
か

っ
て
い
る
１
月
十

五
日
に
、

春̈
府
勘
定
所
よ
―り
領
知
判
物
写
と

同
録
写
を
提
出
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
ま
し

た
　
ヽ
」
の
こ
と
を
一き

つ
か
け
と
し
て
国
絵
図

改
正
に
向
け
て
、
一暴
府
と

の
交
渉
が
再
開
さ

れ
ま
し
た

．

秋田領絵図 (282cm× 438cm)
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黒印吟味覚書   (草 保 14)吟tA 41
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野州御領絵図

(1 37cm× 21 9om)
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寛
文
四
年

（
一
六
六
四
）
の
領
知
判

物
に
よ
り
、
秋
田
藩
で
は
秋
田
領
二
十

万
石
、
下
野
領
内
五
千
八
百
石
余
の
高

が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
貞
享

年
間
に
は
三
十
万
石
の

「御
役
」
を
願

い
出
る
な
ど
、
新
田
開
発
等
に
よ
る
領

内
の
変
化
は
非
常
に
大
き
な
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
Э
享
保
七
年

（
一

七
三
二
）
か
ら
の
領
内
調
査
は
、
こ
の

よ
う
な
情
勢
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

享
保
十

一
年
に
下
野
領
の

一
部
が
新

田
開
発
に
よ
り
潰
地
と
な
る
た
め
、
他

村
か
ら
の

「越
米
」
を
下
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
下
野
領
の
変
更

を
き

っ
か
け
と
し
て
、
国
絵
図
改
正
に

向
け
て
の
幕
府
と
の
交
渉
が
再
開
さ
れ

ま
し
た
。
十
五
年
六
月
に

「
郷
村
高
辻

帳
村
名
等
実
地
相
違
申
候
分
」
の
改
正

を
願
い
出
、
そ
の
後
絵
図
改
正
も
承
認

さ
れ
、
十
六
年
正
月
に
は

「御
絵
図
御

用
」
の
責
任
者
と
し
て
今
宮
義
透
が
任

命
さ
れ
ま
し
た
。
三
月
に
は
元
禄
絵
図

へ
の

「
か
ぶ
せ
絵
図
」
提
出
ま
で
こ
ぎ

つ
け
ま
し
た
が
、
国
境
に
関
わ
る
問
題

で
あ

っ
た
た
め
、
八
月
に
は
延
引
願
を

提
出
、
十
七
年
間
五
月
に
は
改
正
願
を

撤
回
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
十
八

年
六
月
に
は
、
改
正
部
分
を
書
付
で
提

出
す
れ
ば
よ
く
、
絵
図
改
正
に
は
及
ば

な
い
こ
と
が
通
達
さ
れ
て
い
ま
す
。

「郷
村
調
覚
書
」
と
合
冊
の
元
文
四

年

（
一
七
三
九
）
「郷
村
高
辻
帳
御
国

絵
図
御
改
之
御
願
被
仰
立
候
御
用
留
」

の
末
尾
に
は
、
「御
領
知
郡
村
高
名

・

御
国
絵
図
共
二

（中
略
）
御
改
正
之
御

願
被
仰
立
候
趣
、
此
末
猶
被
仰
達
候
時

可
有
、
御
吟
味
之
訳
共
今
宮
大
学

・
掛

り
合
之
役
人
遂
評
議
、
為
後
証
之
其
要

を
此

一
冊
二
書
記
」
と
あ
り
、
将
来
の

国
絵
図
改
正

へ
の
強
い
期
待
感
が
う
か

が
わ
れ
ま
す
Э

野州御領絵図          (享 保 15)県 C-392

領地郷村高辻帳村名等実地二違候分

相改書上度願 (享保 15)県 B-422

駒木根肥後守様江差出候書付   (享 保 15)県 B-24

領分付出羽国秋田領郷帳      (享 保 16)県 A-26

駒木根肥後守様江差出候口上書   (享保 16)県B417
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